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注．記載しきれないときは，この様式の例により作成した書面に記載し，その書面を第８面の次に添付すること。

説明【法14条関係】 

（リコ活オンライン調停

ADR業務規程18条）

説明【法14条関係】（リコ活オンライン調停ADR業務規程18条） 

・説明者：事務局 

・事務所内ではディスプレイ利用 

・電話による場合は説明書を郵便又は電子メールで送付 

【法６条15号関係】 

（リコ活オンライン調停費用報酬規程 6

条） 

資料の取扱い 

【法６条10号関係】 (リコ

活オンライン調停 ADR 業務

規程13条) 

指  名 
【法６条２号，３号関係】 

(リコ活オンライン調停 ADR 業務

規程24条） 

【６条１号関係】 
リコ活オンライン調停ADR業務規程2条 

【法６条８号，15号関係】 

・申立書提出（リコ活オンライン調停ADR業務規程19条） 

・申立手数料10,000円（現金もしくはクレジットカード納付） 

（リコ活オンライン調停費用報酬規程4条） 

婚姻関係の維持又は解消に関する紛争など

（受付窓口） 

Ａの申立て 

相手方への通知・確認 

【法６条９号，６号関係】 

・申立書写し，確認書面，様式郵送（配達証

明郵便）

（リコ活オンライン調停ADR業務規程22条〉 

事務局長案件審査 

Ａに連絡 

（配達証明郵便） 

【法６条６号関係】  

・公正な手続実施を妨げるおそれのある場合【法６条３号関係】 

（リコ活オンライン調停ADR業務規程26条） 

応 諾 
【法６条８号】 

相手方の依頼（リコ活オンラ

イン調停ADR業務規程23条） 

担当調停者 

第 １ 回 期 日 

於：オンライン 

（交互面接又は同席調停） 

弁護士の助言措置【法６条５号関係】 

・助言弁護士（リコ活オンラ イン調停ADR業務規程14条） 

手続実施者による終了【法６条13号関係】 

（リコ活オンライン調停 ADR 業務規程 38

条） 

配達証明郵便【法６条６号関係】 当事者による手続の終了 

【法６条12号関係】 

（リコ活オンライン調停

ADR業務規程35条） 

説  明（対Ａ） 

手続の進行 

【法６条７号関係】 

（リコ活オンライン調停ADR

業務規程30条） 

受 理 

第 ２ 回 期 日 期日手数料 各30,000円 

通知（対Ａ・Ｂ） 

合意（和解）成立 

第 Ｍ 回 期 日 

Ａの取下げ 

Ｂの離脱 

〈候補者名簿〉 

調停人丙 

第 Ｎ 回 期 日 

打 切 り 

合意書作成（リコ活オンライン調停

ADR業務規程34条） 

相手方Ｂ 

事務局長 第１回期日指定 

説明（対Ｂ） 

特定和解に係る和解契約書作成 

【法６条７号関係】（リコ活オンライン調

停ADR業務規程34条） 
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○業務時間
・原則として月曜日から土曜日の９～２２時
（リコ活オンライン調停 ADR業務規程第 5条）

○調停実施場所（認証紛争解決手続の業務を行う事務所）

・オンライン

（リコ活オンライン調停 ADR業務規程 30条） 

○通知の方法【法６条６号関係】

・申立書、終了決定書…配達証明郵便又はこれに準ずる方法

・その他 ………………普通郵便、SNS（ショートメッセージサービス）、電子メール 

（リコ活オンライン ADR業務規程 12条）

○資料の取扱い【法６条 10号関係】

・原本は、原則返還しない。

・提出を受けた物は、手続終了後 10年間保管

（リコ活オンライン ADR 業務規程第 13条） 

○秘密の保持【法６条 11号、14号関係】

・手続は非公開（リコ活オンライン ADR業務規程第 7条）

・文書管理責任者：事務局長（リコ活オンライン ADR業務規程 3条）

・事務局職員及び調停者等には守秘義務あり（リコ活オンライン ADR業務規程 8条）

○報酬・費用関係【法６条 15号関係】

・申立手数料 10,000 円 申立人が申立時に現金もしくは事務局が指定する決済会社によりカー

ド決済で支払い 

・期日手数料 30,000 円 各当事者が期日ごとに現金もしくは事務局が指定する決済会社により

カード決済で支払い

（リコ活オンライン調停費用報酬規程 4条、6条

○苦情の取扱い【法６条 16号関係】

・受付先：事務局

・申立方法：電子メール

・処理方法：苦情処理委員会で審議をし、対応を決定

・処理結果：苦情申立者に対し、書面、電磁的記録又は口頭で対応結果を通知
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（リコ活オンライン ADR業務規程 45、46条）

○掲示又は公表【法 11条 2項関係】

・事業者ホームページに掲載（URL：https://・・・・・・）

（リコ活オンライン ADR業務規程 49 条）

○手続実施記録関係【法 16条関係】

・作成者：事務局長

期日ごとの調書は、各調停人が作成 

・１０年間、事務所内保管庫に保管

（リコ活オンライン ADR業務規程 40、41条）




